
直監告示第１３号 
 

令和５年１１月１３日付 直監告示第１２号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定

に基づき、直方市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 
 

 令和５年１２月１日 
                                   直方市監査委員  大  場   亨 
                                   直方市監査委員  中 西  省 三 
 

産業建設部 国・県対策課 定期監査指摘事項措置状況報告 

 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 
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外部組織の事務局とし

て収受もしくは発送した

文書であるために文書番

号を付番していない文書

があるが、その中に、国・

県対策課として処理すべ

き文書が見受けられた。 

 

直方市文書規程第 8条に「文書には、課

又は係ごとに次の各号により、文書管理シ

ステムを用いて文書記号及び文書番号を

付さなければならない。ただし、通知書、

案内書その他これらに類する文書のうち

軽易なもの及び申請書、届出書その他これ

らに類するものであって1件ごとの収受登

録になじまないものについては、この限り

でない。」とある。外部組織の関連文書を

文書管理システムで管理する場合は、国・

県対策課として処理する文書とその他の

文書を区別し、国・県対策課の文書には漏

れなく文書番号を付するよう、今後、適正

な事務処理をされたい。 

外部組織の事務局として

の文書と、国・県対策課の文

書と区別するため、文書ファ

イル管理を見直し、外部組織

の事務局としての文書、国・

県対策課としての文書とも

に、文書管理システムで管理

を行い、文書に漏れなく文書

番号を付します。 
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